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不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。  

平 成 29年  月  日  

高 知 県 人 事 委 員 会 委 員 長  秋 元  厚 志  

高 知 県 人 事 委 員 会 規 則 第高 知 県 人 事 委 員 会 規 則 第高 知 県 人 事 委 員 会 規 則 第高 知 県 人 事 委 員 会 規 則 第     号号号号     

不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則     

不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 38年 高 知 県

人 事 委 員 会 規 則 第 ８ 号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。  
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第 １ 章第 １ 章第 １ 章第 １ 章  総 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条第 １ 条第 １ 条第 １ 条  こ の 規 則 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 261号 。 以

下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ８ 条 第 ８ 項 及 び 第 51条 の 規 定 に 基 づ き 、

審 査 請 求 の 手 続 及 び 審 査 の 結 果 執 る べ き 措 置 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条第 ２ 条第 ２ 条第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) 処 分  職 員 に 対 す る 法 第 49条 第 １ 項 に 規 定 す る 懲 戒 そ の

他 そ の 意 に 反 す る と 認 め る 不 利 益 な 処 分 を い う 。  

(２ ) 審 査 請 求  法 第 49条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 審 査 請 求 を い

う 。  

(３ ) 請 求 人  処 分 を 受 け て 、 そ の 処 分 に つ い て 審 査 請 求 を す

る 者 を い う 。  

(４ ) 処 分 者  処 分 を し た 者 （ そ の 職 が 廃 止 さ れ た 場 合 及 び 当

該 処 分 と 同 一 の 処 分 を す る 権 限 を 有 し な く な っ た 場 合 に あ っ

て は 、 当 該 処 分 と 同 一 の 処 分 を す る 権 限 を 有 す る 者 ） を い

う 。  

(５ ) 当 事 者  請 求 人 及 び 処 分 者 を い う 。  

第 ２ 章第 ２ 章第 ２ 章第 ２ 章  審 査 請 求     

（ 審 査 請 求 の 方 式 等 ）  

第 ３ 条第 ３ 条第 ３ 条第 ３ 条  審 査 請 求 は 、 審 査 請 求 書 正 副 各 １ 通 を 高 知 県 人 事 委 員 会



（ 以 下 「 人 事 委 員 会 」 と い う 。 ） に 提 出 し て し な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 項 の 審 査 請 求 書 （ 以 下 「 審 査 請 求 書 」 と い う 。 ） に は 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 請 求 人 が 記 名 押 印 を し な け れ ば な ら な

い 。  

(１ ) 請 求 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 並 び に 請 求 人 が 現 に 職

員 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 職 名 及 び 所 属  

(２ ) 請 求 人 が 処 分 を 受 け た 当 時 の 職 名 及 び 所 属  

(３ ) 処 分 者 の 職 名 及 び 氏 名  

(４ ) 処 分 の 内 容 及 び 処 分 を 受 け た 年 月 日  

(５ ) 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 年 月 日  

(６ ) 審 査 請 求 の 趣 旨 及 び 処 分 に 対 す る 不 服 の 理 由  

(７ ) 処 分 説 明 書 （ 法 第 49条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 処 分 の 事 由 を

記 載 し た 説 明 書 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 交 付

を 受 け た 年 月 日 。 た だ し 、 処 分 説 明 書 が 交 付 さ れ な か っ た と

き に あ っ て は 、 そ の 経 緯  

(８ ) 口 頭 審 理 を 請 求 す る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 旨 及 び 公 開 又

は 非 公 開 の 別  

(９ ) 人 事 委 員 会 か ら の 請 求 人 に 対 す る 通 知 先 及 び 連 絡 先  

(1 0 )  審 査 請 求 の 年 月 日  

(1 1 )  法 第 49条 の ３ に 規 定 す る 期 間 （ 第 ６ 条 に お い て 「 審 査 請

求 期 間 」 と い う 。 ） の 経 過 後 に お い て 審 査 請 求 を す る 場 合 に

あ っ て は 、 第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る や む を 得 な い 理 由  

３  審 査 請 求 書 に は 、 正 副 そ れ ぞ れ に 処 分 説 明 書 及 び 処 分 の 辞 令

書 の 写 し を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 処 分 説 明 書 又 は

処 分 の 辞 令 書 が 交 付 さ れ な か っ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

４  請 求 人 は 、 審 査 請 求 書 に 必 要 が あ る と 認 め る 資 料 を 添 付 す る

こ と が で き る 。  

５  請 求 人 は 、 第 ２ 項 第 １ 号 又 は 第 ９ 号 に 掲 げ る 事 項 に 変 更 を 生

じ た と き は 、 速 や か に 書 面 で そ の 内 容 を 人 事 委 員 会 に 届 け 出 な

け れ ば な ら な い 。  

（ 代 理 人 ）  

第 ４ 条第 ４ 条第 ４ 条第 ４ 条  当 事 者 は 、 代 理 人 を 選 任 し 、 及 び 選 任 し た 代 理 人 を 解 任

す る こ と が で き る 。  

２  代 理 人 は 、 当 事 者 の た め に 、 審 査 請 求 に 関 す る 一 切 の 行 為 を

す る こ と が で き る 。 た だ し 、 審 査 請 求 の 取 下 げ は 、 特 別 の 委 任

を 受 け た 場 合 に 限 り 、 す る こ と が で き る 。  

３  代 理 人 の し た 行 為 は 、 当 事 者 が 遅 滞 な く 取 り 消 し 、 又 は 訂 正

し た と き は 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

４  当 事 者 は 、 代 理 人 を 選 任 し 、 若 し く は 解 任 し た と き 又 は 代 理

人 に 対 し て 審 査 請 求 の 取 下 げ に 係 る 特 別 の 委 任 を し 、 若 し く は

当 該 特 別 の 委 任 を 撤 回 し た と き は 、 書 面 で 次 に 掲 げ る 事 項 を 人

事 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 人 事

委 員 会 は 、 当 該 書 面 の 写 し を 相 手 方 の 当 事 者 に 送 付 す る も の と

す る 。  



(１ ) 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 は 職 業  

(２ ) 審 査 請 求 の 取 下 げ に 係 る 特 別 の 委 任 を し 、 又 は 当 該 特 別

の 委 任 を 撤 回 し た と き に あ っ て は 、 そ の 旨  

５  人 事 委 員 会 は 、 審 理 の 円 滑 か つ 迅 速 な 進 行 及 び 公 正 な 運 営 を

期 す る た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 代 理 人 の 数 を 制 限

す る こ と が で き る 。  

６  審 査 請 求 は 、 代 理 人 に よ っ て す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に

お い て は 、 審 査 請 求 書 に 、 前 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ

か 、 審 査 請 求 を す る 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 は 職 業 を 記

載 し 、 請 求 人 の 記 名 押 印 に 代 え て 当 該 代 理 人 が 記 名 押 印 を す る

と と も に 、 第 ４ 項 の 書 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 審 査 請 求 書 等 の 調 査 及 び 補 正 ）  

第 ５ 条第 ５ 条第 ５ 条第 ５ 条  人 事 委 員 会 は 、 審 査 請 求 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 そ の 記

載 事 項 及 び 添 付 資 料 が あ る と き は そ の 内 容 に つ い て 調 査 す る も

の と す る 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 、 審 査 請 求 書 に

不 備 が あ る と 認 め る と き は 、 請 求 人 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め

て 、 そ の 補 正 を 命 ず る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 不 備 が 軽 微

で あ っ て 、 事 案 の 内 容 に 影 響 が な い も の で あ る と 認 め る と き

は 、 人 事 委 員 会 は 、 職 権 で こ れ を 補 正 す る こ と が で き る 。  

（ 審 査 請 求 の 受 理 及 び 却 下 ）  

第 ６ 条第 ６ 条第 ６ 条第 ６ 条  人 事 委 員 会 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 に よ

り 、 そ の 審 査 請 求 の 受 理 又 は 却 下 を 決 定 す る も の と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 次 に 掲 げ る 審 査 請 求 に つ い て は 、 却 下 す る も の

と す る 。  

(１ ) 審 査 請 求 を す る こ と の で き な い 者 に よ っ て さ れ た 審 査 請

求  

(２ ) 処 分 に 該 当 し な い こ と が 明 ら か な 事 実 に つ い て さ れ た 審

査 請 求  

(３ ) 審 査 請 求 期 間 経 過 後 に さ れ た 審 査 請 求  

(４ ) 審 査 請 求 を す る こ と に つ い て 、 法 律 上 の 利 益 が な い こ と

が 明 ら か な 請 求 人 に よ っ て さ れ た 審 査 請 求  

(５ ) 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 補 正 命 令 に 従 っ た 補 正 が さ れ

な い 審 査 請 求  

(６ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 不 適 法 に さ れ た 審 査 請 求 で

不 備 を 補 正 す る こ と が で き な い も の  

２  前 項 第 ３ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 審 査 請 求 書 が 審 査 請 求 期 間

経 過 後 に 提 出 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 そ の こ と に つ き 天 災 そ の

他 や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 期 限 内 に 提 出

さ れ た も の と み な す 。  

３  審 査 請 求 書 が 郵 便 又 は 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る

法 律 （ 平 成 14年 法 律 第 99号 ） 第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 一 般 信 書

便 事 業 者 若 し く は 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 特 定 信 書 便 事 業 者 に よ

る 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 信 書 便 で 提 出 さ れ た 場 合 に お け る 審 査

請 求 期 間 の 計 算 に つ い て は 、 送 付 に 要 し た 日 数 は 、 算 入 し な



い 。  

４  人 事 委 員 会 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 審 査 請 求 を 受 理 し た と

き は 、 そ の 旨 を 当 事 者 に 通 知 す る と と も に 、 処 分 者 に 審 査 請 求

書 の 副 本 を 送 付 し 、 審 査 請 求 を 却 下 し た と き は 、 理 由 を 付 し て

そ の 旨 を 請 求 人 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 審 査 の 併 合 及 び 分 離 ）  

第 ７ 条第 ７ 条第 ７ 条第 ７ 条  人 事 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 同 一 の 又 は

相 関 連 す る 事 案 に 係 る 数 個 の 審 査 請 求 を 併 合 し て 審 査 を し 、 及

び 併 合 し た 審 査 を 分 離 す る こ と が で き る 。  

２  当 事 者 は 、 人 事 委 員 会 に 対 し 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 審 査 を 併

合 し 、 又 は 分 離 す る よ う 申 し 立 て る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 当 該 申 立 て は 、 書 面 で し な け れ ば な ら な い 。  

３  人 事 委 員 会 は 、 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 審 査 を 併 合 し 、 又 は 分

離 し た と き は 、 そ の 旨 を 当 事 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 代 表 者 ）  

第 ８ 条第 ８ 条第 ８ 条第 ８ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 審 査 が 併 合 さ れ て い る 審 査 請

求 の 請 求 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 併 合 に 係 る 請 求 人 」 と い

う 。 ） は 、 併 合 に 係 る 請 求 人 の う ち か ら 代 表 者 １ 名 を 選 任 し 、

及 び 選 任 し た 代 表 者 を 解 任 す る こ と が で き る 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 併 合 に 係 る 請 求 人 が 代 表 者 を 選 任 し て い な い

場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 併 合 に 係 る 請

求 人 に 対 し 、 代 表 者 １ 名 の 選 任 を 求 め る こ と が で き る 。  

３  代 表 者 は 、 併 合 に 係 る 請 求 人 の た め に 、 審 査 請 求 に 関 す る 一

切 の 行 為 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 審 査 請 求 の 取 下 げ は 、

特 別 の 委 任 を 受 け た 場 合 に 限 り 、 す る こ と が で き る 。  

４  代 表 者 の し た 行 為 は 、 併 合 に 係 る 請 求 人 が 遅 滞 な く 取 り 消

し 、 又 は 訂 正 し た と き は 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

５  併 合 に 係 る 請 求 人 は 、 代 表 者 を 選 任 し 、 若 し く は 解 任 し た と

き 又 は 代 表 者 に 対 し て 審 査 請 求 の 取 下 げ に 係 る 特 別 の 委 任 を

し 、 若 し く は 当 該 特 別 の 委 任 を 撤 回 し た と き は 、 書 面 で 次 に 掲

げ る 事 項 を 人 事 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 人 事 委 員 会 は 、 当 該 書 面 の 写 し を 処 分 者 に 送 付 す る も

の と す る 。  

(１ ) 代 表 者 の 氏 名  

(２ ) 審 査 請 求 の 取 下 げ に 係 る 特 別 の 委 任 を し 、 又 は 当 該 特 別

の 委 任 を 撤 回 し た と き に あ っ て は 、 そ の 旨  

６  代 表 者 が 選 任 さ れ て い る と き は 、 併 合 に 係 る 請 求 人 に 対 す る

通 知 そ の 他 の 行 為 は 、 代 表 者 に す れ ば 足 り る も の と す る 。  

（ 手 続 の 承 継 ）  

第 ９ 条第 ９ 条第 ９ 条第 ９ 条  請 求 人 が 死 亡 し た と き は 、 相 続 人 そ の 他 法 令 に よ り 審 査

請 求 の 目 的 で あ る 処 分 に 係 る 権 利 を 承 継 し た 者 （ 以 下 こ の 条 に

お い て 「 相 続 人 等 」 と い う 。 ） は 、 請 求 人 の 地 位 を 承 継 し な い

場 合 を 除 き 、 書 面 で 当 該 請 求 人 の 地 位 を 承 継 し た 旨 を 人 事 委 員

会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 相 続 人

等 は 、 当 該 権 利 の 承 継 を 証 明 す る 書 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な



い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ る ま で の 間 に 、 請 求 人 に 宛 て て

さ れ た 通 知 そ の 他 の 行 為 が 相 続 人 等 に 到 達 し た と き は 、 当 該 通

知 そ の 他 の 行 為 は 、 当 該 相 続 人 等 に 対 す る 通 知 そ の 他 の 行 為 と

し て の 効 力 を 有 す る 。  

３  相 続 人 等 が ２ 名 以 上 あ る と き は 、 そ の う ち の １ 名 に 対 す る 通

知 そ の 他 の 行 為 は 、 そ の 全 員 に 対 し て さ れ た も の と み な す 。  

（ 審 査 請 求 の 取 下 げ ）  

第第第第 1111 0000条条条条  請 求 人 は 、 人 事 委 員 会 が そ の 事 案 に つ い て 裁 決 を す る ま

で の 間 は 、 い つ で も 審 査 請 求 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 下 げ る こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 取 下 げ は 、 書 面 で そ の 旨 を

人 事 委 員 会 に 申 し 出 て し な け れ ば な ら な い 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 受 理 し た 審 査 請 求 に つ い て 前 項 の 規 定 に 基 づ

き 取 下 げ が あ っ た と き は 、 そ の 旨 を 処 分 者 に 通 知 す る も の と す

る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 取 下 げ が あ っ た 審 査 請 求 の 部 分 に つ い

て は 、 初 め か ら 係 属 し な か っ た も の と み な す 。  

（ 処 分 の 取 消 し 等 の 届 出 ）  

第第第第 1111 1111条条条条  処 分 者 は 、 審 査 請 求 が 人 事 委 員 会 に 係 属 し て い る 場 合 に

お い て 、 当 該 審 査 請 求 の 対 象 と な っ て い る 処 分 を 取 り 消 し 、 若

し く は 修 正 し た と き 又 は 当 該 処 分 を 取 り 消 す 判 決 若 し く は 当 該

処 分 の 無 効 を 確 認 す る 判 決 が 確 定 し た と き は 、 速 や か に 書 面 で

そ の 旨 を 人 事 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  請 求 人 は 、 前 項 の 処 分 の 修 正 が あ っ た と き は 、 速 や か に 書 面

で そ の 審 査 請 求 を 継 続 す る か 、 又 は 取 り 下 げ る か を 人 事 委 員 会

に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 審 査 の 打 切 り ）  

第第第第 1111 2222条条条条  人 事 委 員 会 は 、 係 属 し て い る 審 査 請 求 が 次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る と き は 、 事 案 の 審 査 を 打 ち 切 り 、 当 該 審 査 請 求

を 却 下 す る も の と す る 。  

(１ ) 審 査 請 求 が 第 ６ 条 第 １ 項 後 段 の 規 定 に よ り 却 下 す べ き も

の で あ っ た こ と が 明 ら か に な っ た 場 合  

(２ ) 処 分 者 が 審 査 請 求 の 対 象 と な っ た 処 分 を 取 り 消 し た 場 合  

(３ ) 審 査 請 求 の 対 象 と な っ た 処 分 を 取 り 消 す 判 決 又 は 当 該 処

分 の 無 効 を 確 認 す る 判 決 が 確 定 し た 場 合  

(４ ) 請 求 人 が 死 亡 し た 場 合 に お い て 、 そ の 死 亡 の 日 の 翌 日 か

ら 起 算 し て １ 年 以 内 に 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が な

か っ た と き 。  

(５ ) 請 求 人 の 所 在 が 不 明 と な り 、 事 案 の 審 査 を 継 続 す る こ と

が で き な い 場 合  

(６ ) 請 求 人 が 審 査 請 求 を 継 続 す る 意 思 を 放 棄 し た と 認 め ら れ

る 場 合  

(７ ) 前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 審 査 請 求 を 継 続 す る こ と に

つ い て 、 法 律 上 の 利 益 が な く な っ た こ と が 明 ら か な 場 合  

２  人 事 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 審 査 請 求 を 却 下 し た と き



は 、 理 由 を 付 し て 、 そ の 旨 を 当 事 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

第 ３ 章第 ３ 章第 ３ 章第 ３ 章  口 頭 審 理  

第 １ 節第 １ 節第 １ 節第 １ 節  審 理 の 手 続  

（ 審 理 の 計 画 的 進 行 ）  

第第第第 131 31 31 3条条条条  当 事 者 及 び そ の 代 理 人 並 び に 人 事 委 員 会 は 、 円 滑 か つ 迅

速 で 公 正 な 審 理 の 実 現 の た め 、 審 理 に お い て 相 互 に 協 力 す る と

と も に 、 審 理 の 計 画 的 な 進 行 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  

（ 口 頭 審 理 ）  

第第第第 141 41 41 4条条条条  人 事 委 員 会 は 、 請 求 人 が 口 頭 審 理 の 請 求 を し た と き は 、

当 事 者 の 立 会 い の 下 で 、 証 拠 調 べ そ の 他 人 事 委 員 会 が 必 要 が あ

る と 認 め る 事 項 に 関 す る 審 理 を 口 頭 に よ り す る も の と す る 。 請

求 人 が 口 頭 審 理 の 請 求 を し て い な い 場 合 に お い て 、 人 事 委 員 会

が そ の 必 要 が あ る と 認 め る と き も 、 同 様 と す る 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 請 求 人 が 口 頭 審 理 の 公 開 を 請 求 し た 場 合 に お

い て も 、 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 を 害 す る お そ れ が あ る と 認 め

る と き は 、 理 由 を 告 げ た 上 、 口 頭 審 理 を 公 開 し な い こ と が で き

る 。  

（ 口 頭 審 理 の 請 求 及 び そ の 撤 回 ）  

第第第第 151 51 51 5条条条条  請 求 人 は 、 審 理 が 終 了 す る ま で は 、 い つ で も 、 口 頭 審 理

の 請 求 を し 、 若 し く は 当 該 請 求 を 撤 回 し 、 又 は 口 頭 審 理 の 公 開

を 請 求 し 、 若 し く は 当 該 請 求 を 撤 回 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に 基 づ く 請 求 及 び 撤 回 は 、 書 面 で し な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 請 求 人 が 口 頭 審 理 又 は 第 19条 の 審 理 の 場 に お い

て 、 当 該 請 求 又 は 撤 回 を す る と き は 、 口 頭 で す る こ と が で き

る 。  

３  請 求 人 及 び そ の 代 理 人 が と も に 正 当 な 理 由 が な く て 口 頭 審 理

の 期 日 に 出 席 せ ず 、 か つ 、 相 当 の 期 間 を お い て 再 度 指 定 さ れ た

口 頭 審 理 の 期 日 に 出 席 し な い と き は 、 当 該 請 求 人 が し た 口 頭 審

理 の 請 求 は 、 撤 回 さ れ た も の と み な す 。  

（ 審 理 長 ）  

第第第第 161 61 61 6条条条条  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 を す る と き は 、 そ の 委 員 の う ち

１ 名 を 審 理 長 に 指 名 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 審 理 長 （ 以 下 「 審 理 長 」 と い う 。 ） は 、 そ の 事 案 の 審

理 を 指 揮 す る も の と す る 。  

（ 答 弁 書 、 反 論 書 及 び 準 備 書 面 ）  

第第第第 171 71 71 7条条条条  人 事 委 員 会 は 、 審 査 請 求 を 受 理 し た と き は 、 処 分 者 に 対

し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、 処 分 の 理 由 に 関 す る 具 体 的 な 説 明 及

び 請 求 人 の 主 張 に 対 す る 答 弁 を 記 載 し た 答 弁 書 （ 以 下 「 答 弁

書 」 と い う 。 ） 正 副 各 １ 通 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 答 弁 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 請 求 人 に 対 し 、

そ の 副 本 を 送 付 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、 処 分 者 の 主 張 に 対 す

る 認 否 及 び 反 論 を 記 載 し た 反 論 書 （ 以 下 「 反 論 書 」 と い う 。 ）

正 副 各 １ 通 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 反

論 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 人 事 委 員 会 は 、 処 分 者 に そ の 副 本 を

送 付 す る も の と す る 。  



３  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 の 準 備 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 当 事 者 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め た 上 、 前 ２ 項 の 規 定 に

よ り 記 載 す べ き も の と さ れ て い る 事 項 そ の 他 必 要 が あ る と 認 め

る 事 項 を 示 し て 、 こ れ を 明 ら か に し た 書 面 （ 以 下 「 準 備 書 面 」

と い う 。 ） 正 副 各 １ 通 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合

に お い て 、 準 備 書 面 が 提 出 さ れ た と き は 、 人 事 委 員 会 は 、 相 手

方 の 当 事 者 に そ の 副 本 を 送 付 す る も の と す る 。  

４  当 事 者 は 、 答 弁 書 、 反 論 書 又 は 準 備 書 面 に 必 要 が あ る と 認 め

る 資 料 を 添 付 す る こ と が で き る 。  

（ 書 面 に 記 載 し な か っ た 場 合 の 効 果 ）  

第第第第 181 81 81 8条条条条  当 事 者 は 、 答 弁 書 、 反 論 書 又 は 準 備 書 面 に 記 載 し な か っ

た 事 実 を 口 頭 審 理 に お い て 主 張 す る こ と が で き な い 。 当 事 者 が

前 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 相 当 の 期 間 内 に 、 答 弁 書 、 反 論 書

又 は 準 備 書 面 を 提 出 し な か っ た と き も 、 同 様 と す る 。 た だ し 、

当 該 事 実 を 記 載 す る こ と が で き ず 、 又 は 当 該 相 当 の 期 間 内 に 提

出 す る こ と が で き な か っ た こ と に つ い て 、 や む を 得 な い 事 情 が

あ っ た こ と を 疎 明 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 準 備 手 続 ）  

第第第第 191 91 91 9条条条条  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 を 円 滑 に す る た め 必 要 が あ る と

認 め る と き は 、 当 事 者 と 次 に 掲 げ る 事 項 を 協 議 す る た め の 非 公

開 の 審 理 （ 以 下 「 準 備 手 続 」 と い う 。 ） を す る こ と が で き る 。  

(１ ) 口 頭 審 理 の 進 行 に 関 す る 事 項  

(２ ) 当 事 者 の 主 張 の 整 理 に 関 す る 事 項  

(３ ) 事 実 の 整 理 に 関 す る 事 項  

(４ ) 証 拠 の 整 理 に 関 す る 事 項  

(５ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 必 要 が あ る と 認 め る 事 項  

（ 口 頭 審 理 及 び 準 備 手 続 の 通 知 等 ）  

第第第第 202 02 02 0条条条条  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 又 は 準 備 手 続 を す る と き は 、 そ

の 都 度 、 書 面 で 審 理 の 日 時 及 び 場 所 を 指 定 し 、 か つ 、 こ れ ら を

当 事 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 当 事 者 の 一 方 及 び そ の 代 理 人 が と も に 口 頭 審

理 又 は 準 備 手 続 の 期 日 に 正 当 な 理 由 が な く て 出 席 し な い 場 合 に

お い て も 、 そ の 期 日 の 審 理 を す る こ と が で き る 。  

３  や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 当 事 者 の 一 方 及 び そ の 代 理 人 が と

も に 指 定 さ れ た 口 頭 審 理 又 は 準 備 手 続 の 日 時 に 出 席 す る こ と が

で き な い と き は 、 当 該 当 事 者 は 、 そ の 日 時 の 変 更 を 申 し 立 て る

こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 申 立 て は 、 そ の 理 由 を

記 載 し た 書 面 を 人 事 委 員 会 に 提 出 し て し な け れ ば な ら な い 。  

４  人 事 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ く 申 立 て が 正 当 な 理 由 に 基

づ い た も の で あ る と 認 め る と き は 、 新 た な 日 時 を 指 定 す る も の

と す る 。  

（ 当 事 者 に 対 す る 求 釈 明 ）  

第第第第 212 12 12 1条条条条  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 若 し く は 準 備 手 続 の 期 日 又 は こ

れ ら の 期 日 外 に お い て 、 事 実 上 及 び 法 律 上 の 事 項 に 関 し 、 当 事

者 に 対 し 、 質 問 を し 、 立 証 を 求 め 、 そ の 他 必 要 が あ る と 認 め る



措 置 を す る こ と が で き る 。  

２  当 事 者 は 、 口 頭 審 理 又 は 準 備 手 続 の 期 日 に お い て 、 審 理 長 の

許 可 を 得 て 、 相 手 方 の 当 事 者 に 対 し て 質 問 を す る こ と が で き

る 。  

３  当 事 者 は 、 口 頭 審 理 及 び 準 備 手 続 の 期 日 外 に お い て 、 人 事 委

員 会 に 対 し 、 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 相 手 方 の 当 事 者 に 対 し て 質

問 を す る よ う 申 し 立 て る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当

該 申 立 て は 、 書 面 で し な け れ ば な ら な い 。  

４  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 の 期 日 外 に お い て 、 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ く 措 置 を し た と き は 、 そ の 内 容 を 相 手 方 の 当 事 者 に 通 知 す

る も の と す る 。  

（ 時 機 に 後 れ た 攻 撃 防 御 方 法 の 却 下 ）  

第第第第 222 22 22 2条条条条  人 事 委 員 会 は 、 当 事 者 が 事 実 上 又 は 法 律 上 の 主 張 、 証 拠

資 料 の 提 出 そ の 他 の 攻 撃 又 は 防 御 の 方 法 を 故 意 又 は 重 大 な 過 失

に よ り 時 機 に 後 れ て 提 出 し た 場 合 に お い て 、 こ れ に よ り 審 査 の

終 了 を 遅 延 さ せ る こ と と な る と 認 め る と き は 、 当 該 攻 撃 又 は 防

御 の 方 法 を 却 下 す る こ と が で き る 。  

（ 口 頭 審 理 等 の 秩 序 維 持 の た め の 措 置 ）  

第第第第 232 32 32 3条条条条  審 理 長 は 、 口 頭 審 理 及 び 準 備 手 続 に お い て 、 発 言 を 許 可

し 、 若 し く は 発 言 が そ の 事 案 に 関 係 が な い 事 項 に わ た る 場 合 そ

の 他 相 当 で な い 場 合 は こ れ を 制 限 し 、 又 は 人 事 委 員 会 の 職 務 の

執 行 を 妨 げ る 者 若 し く は 不 当 な 言 動 を す る 者 を 退 席 さ せ 、 そ の

他 口 頭 審 理 及 び 準 備 手 続 に お け る 秩 序 を 維 持 す る た め に 必 要 な

措 置 を す る こ と が で き る 。  

（ 争 わ れ な い 主 張 ）  

第第第第 242 42 42 4条条条条  人 事 委 員 会 は 、 当 事 者 が 相 手 方 の 当 事 者 の 主 張 し た 事 実

に つ い て 争 わ な か っ た と 明 ら か に 認 め ら れ る と き 又 は 口 頭 審 理

の 期 日 に 正 当 な 理 由 が な く て 出 席 し な か っ た と き は 、 当 該 主 張

し た 事 実 を 承 認 し た も の と み な す こ と が で き る 。  

（ 最 終 陳 述 ）  

第第第第 252 52 52 5条条条条  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 を 終 了 す る 前 に 、 当 事 者 に 最 終

陳 述 を す る 機 会 を 与 え る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 最 終

陳 述 は 、 書 面 に よ っ て す る こ と が で き る 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 書 面 に よ る 最 終 陳 述 に つ い て は 、 相 当 の 期 間

を 定 め て 、 正 副 各 １ 通 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 当 事 者 が 当 該 相 当 の 期 間 内 に 当 該 書 面 を 提 出 し な い と

き は 、 そ の 当 事 者 は 、 最 終 陳 述 を す る 機 会 を 放 棄 し た も の と み

な す 。  

（ 審 理 調 書 ）  

第第第第 262 62 62 6条条条条  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 及 び 準 備 手 続 の 都 度 、 審 理 調 書

を 人 事 委 員 会 の 事 務 職 員 に 作 成 さ せ る も の と す る 。  

２  前 項 の 審 理 調 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 審 理 に 出 席

し た 人 事 委 員 会 の 委 員 （ 法 第 50条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 当 該 審

理 を 事 務 局 長 に 委 任 し た 場 合 に あ っ て は 、 事 務 局 長 ） 及 び 審 理

調 書 を 作 成 し た 事 務 職 員 が 記 名 押 印 を す る も の と す る 。  



(１ ) 事 案 の 表 示  

(２ ) 審 理 の 日 時 及 び 場 所  

(３ ) 審 理 に 出 席 し た 当 事 者 及 び そ の 代 理 人 の 氏 名  

(４ ) 口 頭 審 理 に あ っ て は 、 審 理 の 公 開 又 は 非 公 開 の 別  

(５ ) 審 理 の 内 容 の 概 要  

(６ ) 証 人 等 の 尋 問 及 び 検 証 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 記

録  

３  人 事 委 員 会 は 、 第 １ 項 の 審 理 調 書 の 写 し を 当 事 者 に 送 付 す る

も の と す る 。  

（ 審 理 の 終 了 ）  

第第第第 272 72 72 7条条条条  人 事 委 員 会 は 、 必 要 な 審 理 を 終 え た と 認 め る と き は 、 審

理 を 終 了 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 人 事 委 員 会 は 、 次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る と き は 、 審 理 を 終 了 す る こ と が で き る 。  

(１ ) 請 求 人 か ら 反 論 書 が 提 出 さ れ な い 場 合 に お い て 、 人 事 委

員 会 が 更 に 一 定 の 期 間 を 定 め て 提 出 を 求 め た に も か か わ ら

ず 、 当 該 期 間 内 に 提 出 さ れ な か っ た と き 。  

(２ ) 請 求 人 及 び そ の 代 理 人 が と も に 口 頭 審 理 の 期 日 に 正 当 な

理 由 が な く て 出 席 し な か っ た と き 。  

３  人 事 委 員 会 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 審 理 を 終 了 し た と き

は 、 速 や か に そ の 旨 を 当 事 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

第 ２ 節第 ２ 節第 ２ 節第 ２ 節  証 拠 調 べ  

（ 職 権 に よ る 証 拠 調 べ ）  

第第第第 282 82 82 8条条条条  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 に お い て 証 人 又 は 当 事 者 を 尋 問

し 、 証 拠 資 料 を 調 査 し 、 そ の 他 必 要 が あ る と 認 め る 証 拠 調 べ を

す る こ と が で き る 。     

２  前 項 の 規 定 に 基 づ く 証 人 及 び 当 事 者 の 尋 問 は 、 当 事 者 の 主

張 、 事 実 及 び 証 拠 の 整 理 が 終 了 し た 後 に 、 で き る 限 り 集 中 し て

行 う も の と す る 。  

（ 当 事 者 等 の 証 拠 資 料 の 提 出 ）  

第第第第 292 92 92 9条条条条  当 事 者 又 は そ の 関 係 者 は 、 証 拠 資 料 を 人 事 委 員 会 に 提 出

す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 証 拠 資 料 の 標 目 、 作

成 者 、 立 証 の 趣 旨 等 を 明 ら か に し た 証 拠 説 明 書 を 添 付 し て 正 副

各 １ 通 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 証 拠 資 料 が 提 出 さ れ た と き は 、 人 事 委 員 会 は 、 相 手 方

の 当 事 者 に そ の 副 本 を 送 付 す る も の と す る 。  

３  人 事 委 員 会 は 、 立 証 の 趣 旨 が 明 ら か で な い 証 拠 資 料 に つ い て

は 、 こ れ を 証 拠 と し て 採 用 し な い こ と が で き る 。  

（ 当 事 者 が 指 名 す る 証 人 の 出 席 ）  

第第第第 303 03 03 0条条条条  当 事 者 は 、 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、 そ の 指 名 す る 者 を

証 人 と し て 口 頭 審 理 に 出 席 さ せ る こ と が で き る 。  

２  当 事 者 は 、 前 項 の 承 認 を 求 め る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記

載 し た 書 面 を 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 証 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 は 職 業  

(２ ) 証 明 す べ き 事 項 と 証 人 と の 関 係  



(３ ) 尋 問 事 項 の 要 領 及 び 尋 問 時 間  

３  人 事 委 員 会 は 、 第 １ 項 の 承 認 を 求 め ら れ た 証 人 を 尋 問 す る 必

要 が な い と 認 め る と き は 、 当 該 承 認 を し な い も の と す る 。  

（ 証 拠 調 べ の 申 立 て ）  

第第第第 313 13 13 1条条条条  当 事 者 は 、 人 事 委 員 会 に 対 し 、 人 事 委 員 会 が 証 人 を 呼 び

出 し て 尋 問 し 、 又 は 証 拠 資 料 を 提 出 さ せ て 調 査 す る こ と を 申 し

立 て る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に 基 づ く 証 拠 調 べ の 申 立 て は 、 証 人 を 尋 問 す る 場

合 に あ っ て は 第 １ 号 に 、 証 拠 資 料 を 調 査 す る 場 合 に あ っ て は 第

２ 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 で し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 証 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 は 職 業 並 び に 証 明 す べ き 事

項 及 び こ れ と 証 人 と の 関 係  

(２ ) 証 拠 資 料 の 表 示 、 証 拠 資 料 を 所 持 す る 者 の 氏 名 及 び 住 所

並 び に 証 明 す べ き 事 項 及 び こ れ と 証 拠 と の 関 係  

３  人 事 委 員 会 は 、 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 申 立 て が あ っ た 証 拠 調

べ の 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 当 該 証 拠 調 べ を し な い も の と

す る 。  

（ 証 拠 資 料 の 提 出 要 求 ）  

第第第第 323 23 23 2条条条条  人 事 委 員 会 は 、 証 拠 資 料 を 所 持 す る 者 に 対 し 、 当 該 証 拠

資 料 の 提 出 を 求 め る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 に

よ り す る も の と す る 。  

(１ ) 証 拠 資 料 を 提 出 す べ き 者 の 氏 名 及 び 住 所  

(２ ) 提 出 す べ き 証 拠 資 料  

(３ ) 提 出 期 限 及 び 提 出 場 所  

(４ ) 正 当 な 理 由 が な く て 証 拠 資 料 を 提 出 し な か っ た 場 合 又 は

虚 偽 の も の を 提 出 し た 場 合 の 法 律 上 の 制 裁  

（ 証 人 の 呼 出 し ）  

第第第第 333 33 33 3条条条条  人 事 委 員 会 に よ る 証 人 の 呼 出 し は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記

載 し た 呼 出 状 に よ っ て す る も の と す る 。  

(１ ) 証 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 は 職 業  

(２ ) 出 席 す べ き 日 時 及 び 場 所  

(３ ) 証 言 を 求 め よ う と す る 事 項  

(４ ) 正 当 な 理 由 が な く て 出 席 し な か っ た 場 合 の 法 律 上 の 制 裁  

２  証 人 は 、 口 頭 審 理 の 期 日 に 出 席 す る こ と が で き な い 事 由 が 生

じ た と き は 、 直 ち に 、 当 該 事 由 を 示 し て 、 人 事 委 員 会 に 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。  

（ 証 人 尋 問 の 手 続 ）  

第第第第 343 43 43 4条条条条  証 人 尋 問 は 、 各 人 別 に す る も の と し 、 後 に 尋 問 す る 証 人

が 在 室 す る と き は 、 退 席 さ せ る も の と す る 。 た だ し 、 審 理 長 が

必 要 が な い と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  審 理 長 は 、 証 人 を 尋 問 す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 証 人 に

対 し 、 そ の 人 違 い で な い か ど う か を 確 認 し た 上 で 、 宣 誓 を さ せ

る と と も に 、 虚 偽 の 証 言 を し た 場 合 の 法 律 上 の 制 裁 を 告 げ る も

の と す る 。  

３  前 項 の 宣 誓 は 、 証 人 が 宣 誓 書 を 朗 読 し 、 か つ 、 こ れ に 署 名 し



て す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 宣 誓 書 に は 、 良 心

に 従 っ て 、 真 実 を 述 べ 、 何 事 も 隠 さ ず 、 ま た 、 何 事 も 付 け 加 え

な い こ と を 誓 う 旨 を 記 載 す る も の と す る 。  

４  証 人 は 、 書 類 に 基 づ い て 証 言 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、

審 理 長 が 許 可 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 当 事 者 に よ る 証 人 尋 問 ）  

第第第第 353 53 53 5条条条条  当 事 者 は 、 審 理 長 の 許 可 を 得 て 、 証 人 を 尋 問 す る こ と が

で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 事 者 の 一 方 か ら 申 請 が あ っ た 証

人 に つ い て は 、 当 該 当 事 者 が 先 に 尋 問 す る も の と す る 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 に よ る 尋

問 の 途 中 又 は 終 了 後 に お い て も 、 自 ら 当 該 尋 問 に 係 る 事 項 及 び

関 連 す る 事 項 に つ い て 尋 問 す る こ と が で き る 。  

３  審 理 長 は 、 証 人 尋 問 に お け る 当 事 者 に よ る 尋 問 が 事 案 の 審 査

に 必 要 が な い と 認 め る と き 又 は 次 に 掲 げ る 尋 問 で あ っ て 相 当 で

な い と 認 め る と き は 、 当 該 尋 問 を 制 限 す る こ と が で き る 。  

(１ ) 具 体 的 又 は 個 別 的 で な い 尋 問  

(２ ) 既 に し た 尋 問 と 重 複 す る 尋 問  

(３ ) 証 人 を 侮 辱 し 、 又 は 困 惑 さ せ る 尋 問  

(４ ) 意 見 の 陳 述 を 求 め る 尋 問  

(５ ) 証 人 が 直 接 経 験 し な か っ た 事 実 に つ い て の 尋 問  

(６ ) 誘 導 尋 問  

（ 遮 蔽 の 措 置 ）  

第第第第 363 63 63 6条条条条  人 事 委 員 会 は 、 事 案 の 性 質 、 証 人 の 心 身 の 状 態 、 証 人 と

当 事 者 又 は そ の 代 理 人 と の 関 係 そ の 他 の 事 情 に よ り 、 証 人 が 当

事 者 若 し く は そ の 代 理 人 又 は 傍 聴 人 の 面 前 で 陳 述 す る こ と に よ

り 圧 迫 を 受 け 、 又 は 精 神 の 平 穏 を 著 し く 害 さ れ る お そ れ が あ る

と 認 め る 場 合 で あ っ て 相 当 で あ る と 認 め る と き は 、 相 互 に 相 手

の 状 態 を 認 識 す る こ と が で き な い よ う 措 置 を す る こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 事 者 又 は そ の 代 理 人 及 び 証 人 の 意

見 を 聴 く も の と す る 。  

（ 口 述 書 の 提 出 要 求 ）  

第第第第 373 73 73 7条条条条  人 事 委 員 会 は 、 証 人 に 対 し 、 口 頭 に よ る 証 言 に 代 え て 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 口 述 書 の 提 出 を 求 め る こ

と が で き る 。  

(１ ) 証 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 名 又 は 職 業  

(２ ) 提 出 期 限 及 び 提 出 場 所  

(３ ) 証 言 を 求 め よ う と す る 事 項  

(４ ) 正 当 な 理 由 が な く て 提 出 し な か っ た 場 合 又 は 虚 偽 の 事 項

を 記 載 し た 場 合 の 法 律 上 の 制 裁  

２  前 項 の 口 述 書 に は 、 証 人 が 記 名 押 印 を し な け れ ば な ら な い 。  

（ 当 事 者 尋 問 ）  

第第第第 383 83 83 8条条条条  当 事 者 は 、 人 事 委 員 会 に 対 し 、 口 頭 審 理 に お い て 当 事 者

を 尋 問 す る こ と を 申 し 立 て る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に 基 づ く 申 立 て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書

面 を 人 事 委 員 会 に 提 出 し て し な け れ ば な ら な い 。  



(１ ) 当 事 者 の 氏 名  

(２ ) 証 明 す べ き 事 項  

(３ ) 尋 問 事 項 の 要 領 及 び 尋 問 時 間  

３  人 事 委 員 会 は 、 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 申 立 て が あ っ た 尋 問 の

必 要 が な い と 認 め る と き は 、 当 該 尋 問 を し な い も の と す る 。  

４  審 理 長 は 、 当 事 者 を 尋 問 す る と き は 、 あ ら か じ め 当 該 当 事 者

に 宣 誓 を さ せ る も の と す る 。  

５  第 34条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 並 び に 第 35条 の 規 定 は 、 当 事 者 尋 問

に つ い て 準 用 す る 。  

（ 対 質 ）  

第第第第 393 93 93 9 条条条条  人 事 委 員 会 は 、 証 人 又 は 当 事 者 を 尋 問 す る 場 合 に お い

て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 証 人 相 互 、 当 事 者 と 証 人 又 は

当 事 者 相 互 の 対 質 を 命 ず る こ と が で き る 。  

（ 鑑 定 及 び 検 証 ）  

第第第第 404 04 04 0条条条条  人 事 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 鑑 定 人 に 鑑

定 を さ せ 、 又 は 検 証 を す る こ と が で き る 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 検 証 を す る と き は 、 あ ら

か じ め そ の 日 時 及 び 場 所 を 当 事 者 に 通 知 し 、 こ れ に 立 ち 会 う 機

会 を 与 え る も の と す る 。  

（ 証 拠 の 所 在 地 に お け る 証 拠 調 べ ）  

第第第第 414 14 14 1 条条条条  人 事 委 員 会 は 、 証 人 等 の 健 康 状 態 等 又 は 証 拠 資 料 の 性

質 、 保 管 状 態 等 を 考 慮 し 、 口 頭 審 理 の 場 に お い て 証 言 等 又 は 証

拠 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 証 人

等 又 は 証 拠 資 料 の 所 在 地 に 赴 い て 証 拠 調 べ を す る こ と が で き

る 。  

２  当 事 者 は 、 人 事 委 員 会 に 対 し 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 証 拠 調 べ

を す る よ う 申 し 立 て る こ と が で き る 。  

３  人 事 委 員 会 は 、 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 証 拠 調 べ を す る と き

は 、 あ ら か じ め そ の 日 時 及 び 場 所 を 当 事 者 に 通 知 し 、 こ れ に 立

ち 会 う 機 会 を 与 え る も の と す る 。 た だ し 、 当 事 者 が 立 ち 会 う こ

と が 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 当 事 者 の 意 見 を 聴 い た 上 で 、

立 ち 会 わ せ な い こ と が で き る 。  

第 ４ 章第 ４ 章第 ４ 章第 ４ 章  書 面 審 理     

（ 書 面 審 理 ）  

第第第第 424 24 24 2条条条条  人 事 委 員 会 は 、 請 求 人 が 口 頭 審 理 の 請 求 を し て い な い 場

合 に お い て 、 口 頭 審 理 を す る 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 書 面

審 理 を す る も の と す る 。  

２  書 面 審 理 は 、 書 面 及 び 審 尋 に よ る も の と す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 請 求 人 か ら 申 立 て が あ っ た と き は 、 人 事 委 員 会 は 、 当 該

請 求 人 に 口 頭 で 意 見 を 述 べ る 機 会 を 与 え る も の と す る 。  

（ 審 尋 ）  

第第第第 434 34 34 3条条条条  書 面 審 理 に お け る 審 尋 は 、 人 事 委 員 会 が 必 要 が あ る と 認

め る と き に す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 事 者 又 は

そ の 関 係 者 に 対 し 、 人 事 委 員 会 が 適 当 で あ る と 認 め る 方 式 に よ

り 、 非 公 開 で 個 別 に 口 頭 に よ り す る も の と す る 。  



２  書 面 審 理 に お け る 審 尋 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 審 理 を す る こ

と が で き る 。  

(１ ) 当 事 者 の 主 張 の 整 理 に 関 す る こ と 。  

(２ ) 事 実 の 整 理 に 関 す る こ と 。  

(３ ) 証 拠 調 べ に 関 す る こ と 。  

(４ ) 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 請 求 人 に 口 頭 で 意 見 を 述 べ さ

せ る こ と 。  

(５ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 必 要 が あ る と 認 め る 事 項 に

関 す る こ と 。  

３  人 事 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 事 者 を 審 尋 に

立 ち 会 わ せ る こ と が で き る 。  

（ 書 面 審 理 終 了 の 予 告 ）  

第第第第 444 44 44 4条条条条  人 事 委 員 会 は 、 書 面 審 理 を 終 了 さ せ る 前 に 、 相 当 の 期 間

を お い て 、 書 面 審 理 の 終 了 予 定 日 を 当 事 者 に 通 知 す る も の と す

る 。  

（ 口 頭 審 理 に 関 す る 規 定 の 準 用 ）  

第第第第 454 54 54 5条条条条  第 13条 、 第 17条 、 第 21条 、 第 22条 、 第 24条 、 第 27条 か ら

第 32条 ま で 及 び 第 37条 の 規 定 は 書 面 審 理 に 、 第 16条 、 第 23条 、

第 26条 、 第 33条 、 第 34条 、 第 36条 、 第 38条 （ 第 ５ 項 に お い て 第

35条 の 規 定 を 準 用 す る 部 分 を 除 く 。 ） 、 第 39条 、 第 40条 第 １ 項

並 び に 第 41条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 書 面 審 理 に お け る 審 尋

に つ い て 準 用 す る 。  

第 ５ 章第 ５ 章第 ５ 章第 ５ 章  裁 決  

（ 裁 決 書 ）  

第第第第 464 64 64 6条条条条  人 事 委 員 会 は 、 事 案 の 審 査 を 終 了 し た と き は 、 そ の 結 果

に 基 づ き 、 速 や か に 裁 決 を し 、 裁 決 書 を 作 成 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 裁 決 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 人 事 委 員 会 の

委 員 が 記 名 押 印 を す る も の と す る 。  

(１ ) 当 事 者  

(２ ) 主 文  

(３ ) 事 実  

(４ ) 理 由  

(５ ) 裁 決 の 年 月 日  

（ 裁 決 の 効 力 発 生 ）  

第第第第 474 74 74 7条条条条  裁 決 は 、 当 事 者 又 は 当 事 者 の 指 定 す る 代 理 人 に 送 達 す る

こ と に よ り 、 そ の 効 力 を 生 ず る 。  

２  裁 決 の 送 達 は 、 裁 決 書 の 写 し を 送 達 を 受 け る べ き 者 に 送 付 し

て す る も の と す る 。  

３  人 事 委 員 会 は 、 裁 決 書 の 写 し を 送 付 す る と き は 、 当 事 者 に 裁

決 に 対 す る 審 査 （ 以 下 「 再 審 」 と い う 。 ） の 請 求 の 権 利 が あ る

旨 を 併 せ て 通 知 す る も の と す る 。  

（ 是 正 の た め の 指 示 ）  

第第第第 484 84 84 8条条条条  人 事 委 員 会 は 、 法 第 50条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 任 命 権 者

に 対 し 、 請 求 人 が そ の 処 分 に よ っ て 受 け た 不 当 な 取 扱 い を 是 正

す る た め の 指 示 を す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 書 面 で 当 該



指 示 を す る と と も に 、 当 該 書 面 の 写 し を 請 求 人 に 送 付 す る も の

と す る 。  

（ 裁 決 書 の 更 正 ）  

第第第第 494 94 94 9条条条条  人 事 委 員 会 は 、 裁 決 書 に 計 算 違 い 、 誤 記 そ の 他 こ れ ら に

類 す る 明 白 な 誤 り が あ る と き は 、 い つ で も 更 正 す る こ と が で き

る 。  

２  裁 決 書 の 更 正 は 、 更 正 通 知 書 を 当 事 者 に 送 付 し て す る も の と

す る 。  

第 ６ 章第 ６ 章第 ６ 章第 ６ 章  再 審  

（ 再 審 の 請 求 ）  

第第第第 505 05 05 0条条条条  当 事 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 人 事

委 員 会 に 対 し 、 再 審 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

(１ ) 裁 決 の 基 礎 と な っ た 証 拠 が 虚 偽 の も の で あ る こ と が 判 明

し た 場 合  

(２ ) 事 案 の 審 査 の 際 提 出 さ れ な か っ た 新 た で 、 か つ 、 重 大 な

証 拠 が 発 見 さ れ た 場 合  

(３ ) 裁 決 に 影 響 を 及 ぼ す よ う な 事 実 に つ い て 、 判 断 の 遺 漏 が

認 め ら れ た 場 合  

２  再 審 の 請 求 は 、 裁 決 書 の 送 達 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

６ 月 以 内 に 、 再 審 請 求 書 正 副 各 １ 通 を 人 事 委 員 会 に 提 出 し て し

な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 再 審 請 求 書 （ 次 条 に お い て 「 再 審 請 求 書 」 と い う 。 ）

に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 再 審 の 請 求 を す る 者 （ 以 下

「 再 審 請 求 者 」 と い う 。 ） が 記 名 押 印 を し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 再 審 請 求 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 並 び に 再 審 請 求 者

が 現 に 職 員 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 職 名 及 び 所 属 （ 再 審

請 求 者 が 処 分 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 職 名 及 び 氏 名 ）  

(２ ) 裁 決 書 に 記 載 さ れ た 請 求 人 の 氏 名 並 び に 処 分 者 の 職 名 及

び 氏 名  

(３ ) 処 分 の 内 容 及 び 処 分 を 受 け た 年 月 日  

(４ ) 裁 決 の 内 容 及 び 時 期  

(５ ) 再 審 を 請 求 す る 事 由  

(６ ) 人 事 委 員 会 か ら の 再 審 請 求 者 に 対 す る 通 知 先 及 び 連 絡 先  

(７ ) 再 審 の 請 求 の 年 月 日  

４  前 項 第 １ 号 又 は 第 ６ 号 に 掲 げ る 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、

再 審 請 求 者 は 、 速 や か に 書 面 で そ の 内 容 を 人 事 委 員 会 に 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。  

（ 再 審 の 請 求 の 受 理 及 び 却 下 ）  

第第第第 515 15 15 1条条条条  人 事 委 員 会 は 、 再 審 請 求 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 そ の 記

載 事 項 及 び 添 付 資 料 が あ る と き は そ の 内 容 に つ い て 調 査 す る も

の と す る 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 に よ り 、 そ の 再

審 請 求 の 受 理 又 は 却 下 を 決 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 次 に 掲 げ る 再 審 の 請 求 に つ い て は 、 却 下 す る も の と す る 。  

(１ ) 再 審 の 請 求 を す る こ と の で き な い 者 に よ っ て さ れ た 再 審



の 請 求  

(２ ) 前 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し な い こ と が 明 ら か

な 理 由 に よ っ て さ れ た 再 審 の 請 求  

(３ ) 前 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 期 間 経 過 後 に さ れ た 再 審 の 請 求  

(４ ) 再 審 の 請 求 を す る こ と に つ い て 、 法 律 上 の 利 益 が な い こ

と が 明 ら か な 再 審 請 求 者 に よ っ て さ れ た 再 審 の 請 求  

(５ ) 第 53条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ く 補 正 命 令 に 従 っ た 補 正 が さ れ な い 再 審 の 請 求  

(６ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 不 適 法 に さ れ た 再 審 の 請 求

で 不 備 を 補 正 す る こ と が で き な い も の  

３  人 事 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 再 審 の 請 求 を 受 理 し た と

き は 、 そ の 旨 を 再 審 請 求 者 及 び 相 手 方 の 当 事 者 に 通 知 す る と と

も に 、 相 手 方 の 当 事 者 に 再 審 請 求 書 の 副 本 を 送 付 し 、 再 審 の 請

求 を 却 下 し た と き は 、 理 由 を 付 し て そ の 旨 を 再 審 請 求 者 に 通 知

す る も の と す る 。  

４  人 事 委 員 会 は 、 再 審 の 請 求 を 受 理 し た と き は 、 当 該 請 求 の 範

囲 内 に お い て 再 審 を す る も の と す る 。  

（ 職 権 に よ る 再 審 ）  

第第第第 525 25 25 2条条条条  人 事 委 員 会 は 、 第 50条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 再 審 の 事 由 が

あ る と 認 め る と き は 、 職 権 に よ り 再 審 を す る こ と が で き る 。  

（ 再 審 の 手 続 ）  

第第第第 535 35 35 3条条条条  再 審 は 、 書 面 審 理 に よ り す る も の と す る 。  

２  第 ２ 章 （ 第 ３ 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 及 び 第 ５ 項 、 第 ５ 条 第

１ 項 並 び に 第 ６ 条 を 除 く 。 ） 及 び 第 ４ 章 （ 第 42条 第 １ 項 を 除

く 。 ） の 規 定 は 、 再 審 の 手 続 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 再 審 の 結 果 執 る べ き 措 置 ）  

第第第第 545 45 45 4条条条条  人 事 委 員 会 は 、 再 審 の 結 果 に 基 づ い て 、 最 初 の 裁 決 を 正

当 で あ る と 認 め る と き は こ れ を 確 認 し 、 不 当 で あ る と 認 め る と

き は 最 初 の 裁 決 を 修 正 し 、 又 は こ れ に 代 え て 新 た に 裁 決 を す る

も の と す る 。  

２  前 章 （ 第 47条 第 ３ 項 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に 準 用

す る 。  

第 ７ 章第 ７ 章第 ７ 章第 ７ 章  雑 則  

（ 文 書 の 送 付 ）  

第第第第 555 55 55 5条条条条  こ の 規 則 の 規 定 に よ る 人 事 委 員 会 か ら の 文 書 の 送 付 は 、

郵 送 又 は 使 送 に よ り す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 文 書 を 受 け る べ き 者 の 所 在 が 知 れ

な い と き そ の 他 文 書 を 送 付 す る こ と が で き な い と き は 、 文 書 の

送 付 は 、 公 示 の 方 法 に よ っ て す る こ と が で き る 。  

３  前 項 の 公 示 の 方 法 に よ る 送 付 は 、 人 事 委 員 会 が 当 該 文 書 を 保

管 し 、 い つ で も そ の 送 付 を 受 け る べ き 者 に 交 付 す る 旨 又 は そ の

内 容 の 要 旨 を 高 知 県 公 報 に 登 載 し て す る も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て は 、 登 載 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 14日 を 経 過 し た 時 に 当

該 文 書 の 送 付 が あ っ た も の と み な す 。  

（ 審 査 費 用 ）  



第第第第 565 65 65 6条条条条  審 査 請 求 の 審 査 （ 再 審 を 含 む 。 ） に 要 し た 費 用 は 、 次 に

掲 げ る も の を 除 き 、 そ れ ぞ れ 当 事 者 の 負 担 と す る 。  

(１ ) 人 事 委 員 会 が 職 権 で 呼 び 出 し た 証 人 及 び 鑑 定 人 の 旅 費  

(２ ) 人 事 委 員 会 が 職 権 で し た 証 拠 調 べ に 関 す る 費 用  

(３ ) 人 事 委 員 会 が 文 書 の 送 付 に 要 し た 費 用  

（ 雑 則 ）  

第第第第 575 75 75 7条条条条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 審 査 請 求 の 手 続 及 び 審 査

の 結 果 執 る べ き 措 置 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定

め る 。  

附附附附  則則則則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 29年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関

す る 規 則 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定

は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ）

前 か ら 引 き 続 い て 係 属 し て い る 審 査 請 求 に つ い て も 適 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 不 利 益 処 分 に つ い

て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 手 続 は 、 新 規

則 の 相 当 規 定 に よ り 行 わ れ た も の と み な す 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 第 12条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合

に お い て は 、 同 号 中 「 そ の 死 亡 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 以

内 」 と あ る の は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 平 成 28年 ４ 月 １ 日 前 に 受 理 さ れ た 審 査 請 求 の 場 合  

ア  請 求 人 が 平 成 32年 ３ 月 31日 ま で に 死 亡 し た と き  平 成 29

年 ４ 月 １ 日 か ら 起 算 し て ４ 年 以 内  

イ  請 求 人 が 平 成 32年 ４ 月 １ 日 以 後 に 死 亡 し た と き  そ の 死

亡 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 以 内  

(２ ) 平 成 28年 ４ 月 １ 日 以 後 に 受 理 さ れ た 審 査 請 求 の 場 合  

ア  請 求 人 が 施 行 日 前 に 死 亡 し た と き  平 成 29年 ４ 月 １ 日 か

ら 起 算 し て １ 年 以 内  

イ  請 求 人 が 施 行 日 以 後 に 死 亡 し た と き  そ の 死 亡 の 日 の 翌

日 か ら 起 算 し て １ 年 以 内  

（ 職 員 の 苦 情 の 処 理 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

４  職 員 の 苦 情 の 処 理 に 関 す る 規 則 （ 平 成 17年 高 知 県 人 事 委 員 会

規 則 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 第 ３ 項 中 「 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規

則 （ 昭 和 38年 高 知 県 人 事 委 員 会 規 則 第 ８ 号 ） 第 ５ 条 第 ４ 項 」 を

「 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 （ 平 成 29年 高 知

県 人 事 委 員 会 規 則 第  号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 」 に 改 め る 。  

 


